
執行機関
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番号

独自利用事務の名称

市長 1
葛城市乳幼児等医療費助成条例（平成１６年葛城市条例第９１号）に
よる医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長 2
葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例（平成１６年条例第９０号）によ
る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長 3
葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例（平成27年条例第26
号）による重度心身障害者医療費助成金の給付に関する事務であっ
て規則で定めるもの

市長 4
葛城市心身障害者医療費助成条例（平成16年条例第99号）による心
身障害者医療費助成金の給付に関する事務であって規則で定めるも
の

市長 5
小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務で
あって規則で定めるもの

市長 6
精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定め
るもの

市長 7
精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定め
るもの

市長 8
精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定め
るもの

市長 9
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関す
る事務であって規則で定めるもの

市長 10
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関す
る事務であって規則で定めるもの

市長 11
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関す
る事務であって規則で定めるもの

市長 12
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関す
る事務であって規則で定めるもの

市長 13
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関す
る事務であって規則で定めるもの

市長 14
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関す
る事務であって規則で定めるもの

市長 15
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平
成十七年法律第百二十三号)による地域生活支援事業の実施に関す
る事務であって規則で定めるもの

市長 16
難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定
めるもの

市長 17
葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例（平成27年葛城市条例
第26号）による重度心身障害者医療費助成金の給付に関する事務
であって規則で定めるもの


